
 

 

 

 

 

 

 

 令 和 ６ 年 度 

 

 

 

事 務 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県収用委員会 



 

目        次 

 

第１ 収用委員会の概要                          ページ 

 

  １ 収用委員会の性格等 ･･････････････････････････････････････････････ １ 

 

  ２ 収用委員会事務局  ････････････････････････････････････････････････  ２ 

 

第２ 令和５年度の活動状況等 

 

  １ 委員会の活動状況  ････････････････････････････････････････････････  ３ 

 

  ２ 取扱件数及び処理状況  ････････････････････････････････････････････  ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 
 

第１ 収用委員会の概要 

 

１ 収用委員会の性格等 

 

（１） 性格及び権限 

 

   収用委員会は、地方自治法及び土地収用法に基づいて各都道府県に置かれている

行政機関である。公正・中立な行政委員会として、知事から独立して職務を行って

おり、その機能が裁判所のそれに類似しているため、準司法的な行政機関ともいわ

れている。 

      収用委員会は、起業者や権利者からの裁決申請に対し、公正・中立な立場で調査

や審理（当事者や関係人が出席）を行い、財産権の取得及び損失補償等について裁

決を行う権限が与えられている。 

 

（２） 構成 

 

   収用委員会は、７人の委員で組織され、委員は、法律、経済又は行政に関してす

ぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のう

ちから、議会の同意を得て知事が任命することとされている（任期は３年、再任可）。 

   収用委員会は、合議制の行政機関であり、委員に１人でも欠員があると会議を開

催することができないと解されている。そのため、委員に欠員が生じたときに備え、

２人以上の予備委員を置かなければならないとされている。 
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２ 収用委員会事務局 

 

土地収用法第５８条第１項は、「収用委員会の事務を整理させるため、収用委員

会に必要な職員を置く。」と規定している。本県収用委員会の事務局の概要は、以

下のとおりである。 

 

（１）組織及び定数 

 

本県収用委員会は、昭和２６年１２月１日に発足し、当初は土木部監理課（現

在の県土整備政策課）がその事務の整理（事務局の役割）を担っていた。 

その後、昭和５２年４月１日の組織改正により、収用委員会の事務を専門に担当

する組織として埼玉県収用委員会事務局が設置された（埼玉県収用委員会事務局

の設置に関する規則）。 

その職員定数は、「埼玉県職員定数条例」により３人と定められ、現在に至っ

ている。 

 

（２）事務分掌 

 

    ・  収用委員会の会議に関すること。 

    ・  土地収用法の規定による収用裁決等事件の整理に関すること。 

    ・  その他収用委員会事務の整理に関すること。 
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第２ 令和５年度の活動状況等 

 

１ 委員会の活動状況 

 

令和５年度における委員会の活動状況は、下表のとおりである。 

収用委員会は、裁決申請がされたときは速やかに審理を開始することとされてお

り、また、重要事項の決定は、会議を開催して行わなければならないとされている

ことから、月に２回定例的に会議を開催している。 

なお、審理及び実地調査については、原則として会議と同じ日に行うこととして

いる。 

 

 

 

 

   

  

会  議   

 審 理 実 地 調 査 

２４回 ６回 ２回 
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２ 取扱件数及び処理状況 

 

  令和５年度における裁決等の取扱件数は、５件であった。 

                                                       （件数） 

区   分 
収用等の 

 

裁決申請 

補償等の 

 

裁決申請 

 

計 

取 

扱 

件 

数 

４年度から繰越     ０     ０      ０ 

新  規  申  請      ４      １      ５ 

  計     ４      １      ５ 

 

 

 処 

 理 

 状 

 況 

  裁      決      １      ０      １ 

  和      解      ０      ０       ０ 

 協 議 の 確 認      １      －      １ 

  取   下   げ      １      ０      １ 

       計      ３      ０      ３ 

  ６年度への繰越      １      １       ２ 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

埼玉県収用委員会事務局 

 

  〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

 

   ＴＥＬ  ０４８（８３０）６５８０ 

  ＦＡＸ  ０４８（８３０）４９４５ 

   メール  ａ６５８０＠ｐｒｅｆ.ｓａｉｔａｍａ. l g .ｊｐ  

  

                                 （令和６年４月発行） 

 

 


